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フ

ラ

ン

ス

革
命
期
の

選
挙
権
論

-
主
権
理

論
と
の

交
錯

1

一

は

じ

め
に

憲
法

学
に

お

い

て

選

挙
を

論
ず
る

場
合

､

代
表
原
理
あ

る

い

は

主

権
原

理

と
の

関
係
を

考
察
す
る

こ

と
は

不

可
欠
で

あ

る
｡

わ
が

国
で

も
､

｢

全

国
民
の

代

表
+

の

地

位
が

選

挙
に

も

と

づ

く

こ

と

を

規
定

す
る

日

本

国

憲
法
四

三

条
は

｢

伝
統
的

な

代
表
理

論
+

を

(

1
)

採
用

す
る

も

の

と

解
さ

れ
､

ま

た
､

公

務
員
の

選
定

･

罷

免
が

国

民

固
有
の

権
利
で

あ

る

こ

と

を

規
定

す
る

一

五

条
一

項
は

｢

国
民

(

2
)

主

権
原

理
を

宣

明
す

る

も
の

で

あ
る
+

と

解
さ

れ

る

の

が

常
で

あ

る
｡

し
か

し
､

昨
今
で

ほ
､

わ

が

国
の

国
民

代
表
原
理
に

関
す
る

支

配
的

見

解
と

国
民

主
権
原
理
に

関
す
る

そ

れ

と
の

間
の

矛

盾
が

指

辻

村

み

よ

子

(

3
)

摘
さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

矛
盾
解

決
の

た

め
に

､

主
権
原

理
に

つ

い

て

狭
義
の

｢

国
民
(

=
n

邑
｡

n
)

主

権
+

と
｢

人

民
(

=

勺
e

仁

p
-

e

)

主

権
+

と

を

区

別
し

､

日

本
国
憲
法

下
の

国
民

主

権

原

理
を

後
者
に

よ
っ

て

解

釈
す
る

こ

と
で

､

前
者
に

適
合
的
な

国

民

代

表
原
理

に

関
す

る

支

配

的
見
解
を

修
正

し

ょ

う
と
い

う

主
張
が

(

4
)

展
開
さ

れ

て

い

る
｡

さ

ら

に
､

｢

人

民
(

=
勺
e

亡

勺

訂
)

主

権
+

論
の

立

場
か

ら

日

本
国

憲
法
を

再
解

釈
し

ょ

う
と

す
る

要
請
は

､

ま

ず

第
一

に
､

一

五

条

一

項
の

積
極

的

意
義
を

確
認

す
る

こ

と
に

向

け

ら
れ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

｢

人

民
(

=
p

昌
p

-

e

)

主
権
+

に

適
合
的
な

規
定
と

し

て

の
一

五

条
一

項
を

単
な

る

抽

象
的

規
範
と

し
て

位
置
づ

け

る

だ

け

で

な

く
､

実
際
に

､

選
定

･

罷
免
権
の

行
使
を

国
民
に

保
障
す
る
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方

策
を

追
究
す
る

こ

と
が

､

今
日

の

課
題
に

な
っ

て

い

る

と

考
え

(

5
)

ら
れ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

と

り
わ

け

選
定

権
に

つ

い

て

は
､

従

来

か

ら

｢

選

挙
権
は

公

務
か

権

利
か
+

と

い

う

形
で

争
わ

れ

て

き

た

選

挙

権
の

本
質
論
(

い

わ

ゆ
る

選

挙

権
論
)

を
､

｢

人

民
(

=
勺
e

宇

p
-

e

)

主

権
+

論
を

ふ

ま

え

て

再
倹
討
す
る

こ

と
が

第
一

の

ア

プ

ロ

ー

チ

で

あ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

本
稿
は

､

以

上
の

よ

う
な

観
点
か

ら
､

選
挙
権
論
と

主

権
論
と

の

理

論
的

関
係
を

明

ら

か

に

し
よ

う
と

す
る

も

の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

こ

こ

で

は
､

こ

の

関
係
に

つ

い

て

最
も

明

瞭
な

基
本
的

構
図

を

提
示
し

た

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
の

諸
理

論
に

主

要
な

題
材
を

求
め

る

こ

と
に

す
る

｡

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
に

は
､

一

七

九
二

年
八

月
に

お

そ

ら

く

世

界
最
初
の

男
子

普
通

選

挙
が

実
現
さ

れ

て

い

た

だ

け

で

な

く
､

一

七

九
三

牛
窓
法
制
定

期
に

｢

人

民
･
(

-1
勺

g
p
)

e

)

主

権
+

論
に

た
っ

た

選

挙
権
論
が

自
覚
的
に

構
想
さ

れ

て

い

た

た

め

で

あ
る

｡

ま

た
､

今
日

に

至
る

フ

ラ

ン

ス

公

法
理

論
の

中
に

も
､

選

挙
権
論
と

主
権
論
に

関
す
る

革
命

期
の

基
本
的
構
図
が

維

持
さ

れ

て

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

ま

ず
､

こ

れ

ら
に

つ

い

て

の

歴
史
的

･

実
証

的

検
討
か

ら

出
発
し
て

､

今
後

､

わ

が

国
の

選
挙

権
論
を

研

究
す
る

際
の

一

助

と

し

た

い

と

考
え

る
｡

(

l
)

声
部

信

書
｢

選

挙
制
皮
+

『

憲
法

と

議

会

政
』

一

九
七

一

年
･

二

六

八

頁
以

下
､

林
田

和

博
『

選

挙
法
』

一

九
五

八

年
･

三
一

頁
以

下
､

作
間

忠

雄

｢

選

挙
と

政

党

-
現

代

選

挙

法
の

諸

問
題
+

声
部

編

『

現

代

法
3

･

現

代
の

立

法
』

一

九
六

五

年
･

一

二

五

頁
以

下
､

な
ど

参
照

｡

(

2
)

宮

沢

俊
義
『

日

本

国

憲

法
』

(

法

律

学

体

系
コ

メ

ン

タ

ー

ル

)

一

九
五

五

年

ニ
ー

二

〇

頁
参
照

｡

(

3
)

杉

原

泰
雄

｢

国
民

主

権
と

国

民

代

表

制
+

奥
平

･

杉
庶
窮

『

意

珪

学
4
』

一

九
七

六

年
･

六

三

頁
以

下

参
照

｡

(

4
)

杉
原

前
掲
論
文
の

他
､

杉
原

｢

主

権
と

自
由
+

声
部

編

『

近

代

憲
法

原

理
の

展
開

Ⅰ
』

一

九

七

六

年
･

五

二

頁
以

下
､

影
山

日

出

禰

｢

今
日

に

お

け

る

主

権
論

争
と

主

権
論
の

再

構

成
+

『

法

律

時

報
』

一

九
七

六

年
四

月

号
三

〇

-
三

六

頁
な

ど

参
照

｡

な

お
､

わ

が

国
の

主

権

理

論
の

展
開
に

つ

い

て

は
､

『

法

律
時
報

･

臨

時

増

刊
･

憲

法

三

〇

年
の

理

論
と

展
望
』

一

九
七

七

年

二
一

二

二

-
二

二

七

頁
参
照

｡

(

5
)

杉
原

前

掲
｢

国

民

主

権
と

国

民

代

表

制
+

七

七

頁
､

影

山

前
掲

論
文
三

五

-
三

〕

ハ

頁
な

ど

参
照

｡

〓

選

挙
権
論
を

め

ぐ
る

二

つ

の

体
系

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
の

憲
法
原
理
に

つ

い

て

は
､

一

七

九
一

年
憲

法
と

一

七

九
三

年
憲
法
に

集
約
さ

れ

る

二

つ

の

体

系
を

区

別
す
る

こ

と

が
一

般
的
で

あ

る
｡

一
同
時
に

､

｢

議
会
ブ

ル

ジ

ョ

ア
+

対
｢

民

衆
+

と
い

う

革
命
勢
力
の

対

抗
に

注
目
し
て

､

両

者
の

憲
法

思

想

仰
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(

l
)

か

ら
二

つ

の

体

系
を

抽

出
す
る

こ

と

が

可
能
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

後
者
の

方

法
を

念
頭
に

お

い

た

上
で

､

さ

ら
に

､

選
挙
制
度
論
上

の

転
換
期
と

し
て

の
一

七

九
二

年
八

月
一

〇

日

を

境
と

す
る

｢

一

七

八

九

-
九

一

年
体

制
+

と

｢

一

七

九
二

-
九
三

年
体

制
+

と

を

区

別

し
て

検
討
を

進
め
る

こ

と
に

す
る

｡

H
一

七

八

九

-
九

一

年
の

選

挙
制
度
と

理

論

憲
法
制
定

国
民

議
会
(
-

､

A
s

∽

e

m
空
か

e

2
聖
F

O

ロ

巴
e

C
O

n

邑
t

亡

p

n
.

t

e
)

〔

一

七

八

九

年
七

月
九

日

-
一

七

九
一

年
九

月
三

〇
日
〕

は
､

シ

イ

エ

ス

(

S

首
且

､

ト

ク

ー

レ

(

→
F
｡

亡

邑
)

､

パ

ル

ナ

ー

ブ

(

野
r

｡

P

く
0
)

ら

中

道
左

派
の

議
員
が

多
数

を

占

め
､

い

わ

ゆ

る

上
･

中
層
ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

利
益
を

代

表
し

て

い

た
｡

彼
ら

は
､

(

2
)

一

七

八

九

年
八

月
二

六
日

の

｢

人

お

よ

び

市
民
の

権
利
宣

言
+

に

お

い

て
､

権
利
に

お

け

る

平

等
(

一

条
)

や

法
形
成
に

協
力

す
る

全

市
民
の

権
利
(

六

条
)

等
を

表

明
し

た
｡

し

か

し
､

そ

の

後
､

能
動
市
民

･

受
動

市
民
の

区

別
を

設
け

て

後
者
の

政

治

的
権
利
を

制
限
し

､

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

に

よ

る

政

治
支

配
体

制
を

確
立
し

た

(

3
)

の

で

あ
る

｡

ま

ず
､

一

七
八

九

年
八

月
三

一

日
､

憲
法
委
員
会
の

ラ

リ

ー
●

ト

ラ

ン

ダ

ル

(

ど
ー
ー

y
･

T
｡
-

①

n

d

巴
)

と
ム

ニ

ュ

(

音
口

戸

已
e

r
)

の

演
説
の

中
で

､

い

わ

ゆ
る

制
限

選

挙
制
(

盈
ぎ
害
昌
賢
巴
1

の
)

の

(

4
)

構
想
が

明

ら

か

に

さ

れ

た
｡

そ

し

て
､

｢

市
町

村
庁
の

魁

織
に

関

舶
β

U

す
る

デ
ク

レ
+

(

一

二

月
一

四

日
)

に

つ

づ

く

｢

第
一

次

集

会

等

(

5
)

の

組
織
に

関
す
る

デ

ク

レ
+

(

一

二

月
二

二

日
)

に

お

い

て
､

制

限
･

間
接
選

挙
制
が

正

式
に

採
用
さ

れ

た
｡

こ

の

デ

ク

レ

に

は
､

ま

ず
､

能
動
市
民
の

み

が

第
一

次

集
会
に

集
合
し
て

表
決
す
る

権

利
を

も
つ

旨
が

明

記
さ

れ

(

一

節
二

条
)

､

次
に

､

能

動

市
民

の

要
件
と

し
て

､

川
フ

ラ

ン

ス

人

(

男
性
)

で

あ
る

こ

と
､

㈲
満
二

五

歳
以

上
で

あ

る

こ

と
､

㈲
一

年
以

上
､

カ

ン

ト

ン

に

事
実
上

住

所
を

有
す
る

こ

と
､

担
一

番
働
日

の

価
額
に

相
当

す
る

直
接
税
を

支
払
う
こ

と
､

M
僕
婦
す

な
わ

ち

被
傭
の

奉
公

人
の

地

位
に

な
い

こ

と

(

三

条
)

､

が

定
め

ら
れ

て

い

た
｡

ま

た
､

間
接
選

挙

制
の

採
用
に

よ

っ

て
､

能
動
市

民
一

〇
〇

人
に

対

し
て

一

人
の

割
合
で

存
在
し

て

い

た

｢

選

挙
人
+

に

は
､

こ

の

他
に

､

十

労
働
日

分
の

直
接
税
を

支
払

う

旨
の

被
選
挙

資
格
が

定
め

ら

れ

て

い

た

(

一

九

条
)

｡

国
民

議
会
議
員
の

被
選

挙

資

格
に

も
､

銀

言
-

ル

〔

五

〇
リ

ー

ブ

ル
〕

相
当
の

直
接
税
の

支
払
い

と

何
ら

か

の

土

地

所
有

が

要
求
さ

れ

て

い

た

(

三

二

条
)

｡

そ

の

後
､

労

賃
の

評
価
な

ど

を

め

ぐ
っ

て
､

選

挙

法
刷
上

種
々

(

6
)

の

修
正
が

加

え

ら

れ

た
｡

と

く
に

､

一

七

九
一

年
八

月
に

ほ
､

従

来
か

ら

反

対
の

強
か
っ

た
､

国
民

議
会

議
員
の

被
選
挙
資
格
に

関

け

㌧
＼
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す
る

｢

銀
一

マ

ー

ル
+

の

制
度
が

撤
廃
さ

れ
､

そ

の

反
面

､

｢

選
挙

(

7
)

人
+

の

被
選

挙

資
格
が

事
実
上

､

加
重
さ

れ

た
｡

こ

う

し
て

､

一

七

八

九

年
秋
以

来
の

｢

納
税
者
選

挙
+

の

形
態

が
､

一

七

九
一

年
九

月
三

日

の

憲
法
典
の

中
で

確
立
さ

れ

る

に

至

る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

当

時
の

総
人

口

約
二

六

〇

〇

万

人
､

成

年
男
子
の

人
口

約
七

〇

〇
万

人
の

う
ち

､

能

動
市

民

ほ

約

四

三

〇

万

人
､

｢

選

挙
人
+

は
､

わ

ず
か

四

-
五

万

人

に

限

定

さ

(

8
)

れ

る

結
果
と

な
っ

た
｡

さ

て
､

以

上
の

よ

う
な

選

挙

制
虔
の

背

景
に

は
､

議
会
内
の

ブ

ル

ジ
ョ

ア

ジ

ー

に

よ

る

民

衆
の

国
政

参
加
排
除
の

要
請
が

あ
っ

た

こ

と
は

勿
論
で

あ

る
｡

こ

の

要
請
は

､

基
本
的
に

ほ
､

国
政
を

､

教
養
と

能
力
に

乏
し
い

未
経
験
者
の

手
に

委
ね

る

こ

と
へ

の

危
機

感
に

支
え

ら
れ

て

お

り
､

さ

ら
に

､

い

わ

ゆ
る

｢

納
税
者
株
主

論
+

(

9
)

に

基
づ

く

も
の

で

あ
っ

た
と

考
え

ら

れ

る
｡

そ

し
て

､

制
限
･

間

接
選
挙
制
度
を

正

当

化

す
る

た

め

の

憲
法
理

論
と

し

て
､

｢

国

民

(

m
)

(

=
n

p

江
O

n
)

主

権
+

論
と

選
挙
権
の

本
質
に

関

す

る

｢

選

挙

権

公

務
説
+

を

指
摘
す
る

こ

と

が

で

き
る

｡

こ

れ

ら

は
､

次
の

よ

う

な

関
係
に

あ
る

と

考
え
ら

れ

る
｡

1
ま

ず
､

一

七

九
一

年
憲
法
は

｢

主
権
は

､

国
民
(

Z
p
t
-

O

n
)

に

属
す
る
+

(

三

第
一

条
)

と

茎
一

日

す
る
｡

こ

の

場
合
の

｢

国
民
+

と

は
､

具
体

的
な

個
人
と

は

区
別

さ

れ

た

国

家

構
成

員
の

全

体
､

あ
る

い

ほ

｢

国
策

保
持
者
の

総
体
+

で

あ

り
､

観
念
的

･

抽
象
的

な

集
合
体
で

あ

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

こ

の

｢

国

民
+

に

は

み

ず
か

ら

主

権
を

行

使
す
る

意
思

能
力
が

欠
け
て

お

り
､

具
体

的
な

個
人
か

ら
な

る

｢

国
民

代
表
+

を

通

じ
て

意
息
を

表
明

す
る

こ

と
が

不

可
避

と

な

る
｡

｢

国
民

(

=
n

罠
O

n
)

主

権
+

が

｢

国
民

代

表
制
+

と

不

可
分
に

結
合
す
る

の

は
こ

の

為
で

あ

る
｡

一

七

九
一

年
憲
法
も

､

｢

国
民

ほ
､

委
任
(

d

監
笥
t

5
.

ロ
)

に

お

い

て

の

み

権
力
を

行
使
す
る

こ

と
が

で

き
る

｡

フ

ラ

ン

ス

憲
法
は

代

表
制
で

あ
る
+

(

二

条
)

旨
を

明
ら

か

に

し

て

い

る
｡

次
に

､

｢

国
民

代
表
+

は
､

国
民

全
体
の

代

表
で

あ

り
､

特

定

の

県
あ
る

い

は

選
挙
区
か

ら
､

い

か

な

る

委
任
(

m

賀
d

p

J

も

与

え

ら

れ

な
い

(

三

第
一

孝
三

節
七

条
)

｡

す

な

わ

ち
､

｢

国
民
+

と

｢

国
民

代

表
+

と
の

問
に

は

実
体
的
な

委
任

関
係
は

存
在
せ

ず
､

.

｢

国
民

代
表
+

の

地

位
は

｢

選
挙
+

に

で

は

な

く

専
ら

憲
法
に

由

来
す
る

こ

と
に

な
る

｡

こ

う
し

て
､

｢

代
表
委
任
論
+

と

結
合
し

た
｢

国
民
(

--
ロ

邑
O

n
)

主

権
+

論
は

さ

ら
に

｢

選
挙
権
公

務
説
+

を

導
き

出
す

｡

単
一

･

不

可
分
の

主
権
が

観
念
的

･

抽

象
的

集
合
体

と
し

て

の

｢

国
民
+

に

属
す
る

こ

と

を

内

容
と

す
る

｢

国
民

(

=

邑
｡

n
)

主

権
+

下

､

脚
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で

は
､

各
個
人

ほ

選
挙
に

お

い

て

も

自
ら
の

主
権
を

行
使
せ

ず
､

専
ら

､

全

国
民
の

た

め
に

社

会
的
職
務
あ
る

い

ほ

公

務
を

行
う
に

す

ぎ

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

憲
法
の

規
定
に

よ
っ

て

公

務
の

内

容
を

限

定
し

､

公

務
の

執
行
者
を

制
限

す
る

こ

と
は

､

こ

こ

で

は

す
べ

て

正

当

化
さ

れ

る

こ

と
に

な
る

｡

一

七

九
一

年
八

月
一

一

日

の

憲
法

案
審
議
に

お

い

て
､

以

上
の

よ

う
な

理

論
ほ

十

分
に

意
識
さ

れ

て

い

た
｡

-
ト

ク

ー

レ

は

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る
｡

｢

人

民
が

選

挙
区
ご

と

に

選

挙
す
る

こ

と
を

義

務
づ

け

ら

れ

て

い

る

場
合

､

各
選

挙
区

は
､

自
ら
の

た

め
で

な

く
､

国
民

全

体
の

た

め

に

選

挙
す
る

の

で

あ
る

｡

･

㌻
･

選

挙
人
の

資
希
は

公

的

委
任

(

c

O

ヨ
m
訂
巴
O

n

p
一

旨
-

且

喜
)

に

も

と
づ

い

て

お

り
､

国
の

(

1 1
)

公

権
力
は

､

そ

の

委
任
に

つ

い

て

規
制
す
る

権

能

を

も

つ
+

｡

ま

た
､

パ

ル

ナ

ー

ブ

も
､

｢

選
挙

人
の

資
椅
ほ

公

務
(

訂
n
c
t
-

O

n

勺
亡

b
･

-

首

宝
)

に

す
ぎ

な
い

｡

そ

れ

に

対

し
て

何

人

も

権

利
を

も
っ

て

い

な
い

｡

…

…
た

と

え
､

憲
法
の

政

治
的
権
利
の

中
に

個
人
的
権

利
が

存
在
す
る

に

し

て

も
､

そ

れ

ほ

能
動
市
民
の

権
利
で

あ
る

｡

選

挙
人
の

職
務
は

権
利
で

ほ

な
い

｡

各
選

挙
人
は

全

体
の

た

め
に

職
務
を

行
う
の

で

あ
る

｡

…

…

選

挙
人
に

な

り

う
る

諸

条
件
を

決

(

1 2
)

定
す
る

こ

と

は

社
会
に

の

み

帰
属
す
る
+

と

述
べ

て

｢

選

挙
権
公

務
説
+

を

明

確
に

表
明

し
て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

一

七

八

九

-
九

一

年
に

は
､

以

上
の

よ

う
な

選

挙

棚

権
論
に

対

立

す
る

別
の

系
譜
が

存
在
し

て

い

た
｡

市
町

村
議
員
の

被
選

挙
資
格
に

関
す
る

一

七

八

九

年
十

月
二

二

日

の

審
議
に

お

い

て
､

数
名
が

納
税
資
格
に

対

し
て

異

議
を

唱

え

た

と

き
､

ロ

ベ

ス

ピ

エ

ー

ル

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

た
｡

｢

す
べ

て

の

市
民

は

…

…

す
べ

て

の

段
階
の

代
表
に

な
る

こ

と

を

主

張
す
る

権
利
を

も

っ
｡

…

…

憲
法
は

､

主

権
が

人

民

す

な

わ

ち

人

民
の

す
ぺ

て

の

個

人
に

あ

る

こ

と

を

確
立

し
て

い

る
｡

従
っ

て

各
個
人

は
､

立

法

と

政

府
の

執
行
に

協
力

す
る

権
利
を

有
す
る
｡

ケ
つ

で

な

け
れ

ば
､

す
べ

て

の

人
が

権
利
に

お

い

て

平
等
で

あ
る

こ

と

ほ

真
実
で

は

な

(

1 3
)

い
｡

+

と
｡

こ

の

考
え

は
､

｢

権
利
の

平

等
+

の

観
点
か

ら
､

一

七

八

九

年
人

権
宜

言
と

現

実
と
の

矛

盾
を

摘
発
す
る

も

の

で

あ

る

が
､

そ

の

基
礎
に

は

｢

人

民

(

=
p
e

名
-

①

)

主

権
+

論
お

よ

び

｢

選

挙

権
権
利
説
+

を

も
っ

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

ま

た
､

こ

の

よ

う

な

立

場
は

､

マ

ラ

ー

(

E
P

岩
t

)

や
ぺ

チ

オ

ン

(

崇
t
-

O

n
)

の

中

(

1 4
)

に

も

認
め

る

こ

と
が

で

き

る
｡

し

か

し
一

般
に

ほ
､

一

七

八

九

-

九
一

年
に

お

い

て

は
､

能
動
市

民
･

受
動
市

民
の

区

別
が

承

認

さ

(

1 5
)

れ

て

い

た

と
い

う
こ

と
が

で

き
る

｡

普
通
選

挙
の

要
求
が

民

衆
の

中
に

根
ざ

し
て

ゆ

く
の

は
､

セ

ク

シ

ョ

ン

や

民

衆
協
会
を

基
盤

と

す
る

民

衆
の

政

治
活

動
が

活

発
化
し

た
､

一

七

九
二

年
の

春
か

ら

. 7

-
r

＼
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(

1 6
)

夏
の

時
期
で

あ
っ

た
｡

肖
一

七

九
二

1
九
三

年
の

選

挙
制
虔
と

理

論

川

男
子

普
通
選
挙
の

実
現

反

革
命
の

脅
威
の

中
で

王

と

議
会
に

対

す
る

不

信
を

爆
発
さ

せ

た
パ

リ

の

民

衆
は

､

一

七

九
二

年
八

月
一

〇
日

､

チ
エ

ル

リ

ー

宮

を

襲
撃
し
た

｡

そ

の

｢

蜂
起
+

を

覿

放
し

た
､

い

わ

ゆ
る

蜂
起
コ

ミ
ュ

ー

ン

は
､

普
通

選

挙
に

よ
っ

て

各
セ

ク

シ

ョ

ン

か

ら

選

出
さ

れ

た
二

八
八

名
か

ら

成
っ

て

い

た
｡

彼
ら

は
､

当

時
の

立

法
議
会

(
-

､

A
s

等
白

票
e

-
爪

啓
s
-

小

鼓
孟
)

に

対

し

て

国
王

の

退

位
･

普
通

選

挙
に

よ

る

議
会
の

召

集
な

ど

を

要
求
し

た
｡

そ

し

て

｢

国
王
の

権

利
の

一

時
的
停
止
+

と

｢

一

年
以

上

居

住
す
る

二

五

歳
以

上
の

フ

(

1 7
)

ラ

ン

ス

人

(

男

性
)

の

投
票
+

が

容
認

さ

れ

た
｡

さ

ら

に
､

翌

八

月

二
日

に

は

｢

国
民

公

会

召

集
の

形
態
に

関

(

旭
)

す
る

デ

ク

レ

+

が

採
択

さ

れ
､

男
子

普
通

･

間
接
選
挙
制
が

採
用

さ

れ

た
｡

同
デ

ク

レ

の

二

条
は

､

｢

能
動
市

民

と

非
能

動

市

民

の

区

別
は

廃

止

さ

れ

る
+

こ

と

を

明

記
し

た

上
で

､

第
一

次

集
会
に

お

け
る

選

挙

資
蒋
に

つ

い

て

｢

一

年
以

上

住
所
を

有
し

､

自
己
の

収

入

あ
る

い

は

労
働
生

産
物
に

よ
っ

て

生

計
を

営
む

､

僕
脾
の

地

位
に

な
い

､

ニ
ー

歳
以

上
の

フ

ラ

ン

ス

人

(

男
性
)

で

あ

る
こ

と

を

以

て

足
り

る
+

と

規
定
し

て

い

た
｡

ま
た

､

議
員
を

選
出
す
る

｢

選

挙
人
+

と

議
員
の

被
選

挙
資
格
に

つ

い

て

も
､

年
齢
を

二

五

歳
以

上

に

ひ

き

上

げ
た

他
は

､

二

条
と

同
様
の

規
定
を

お

い

て

い

た

(

三

条
)

｡

そ

の

他
､

｢

選
挙
人
+

等
の

人

数
や

選

挙
方

法
に

つ

い

て

は
､

従

来
ど

お

り
で

あ
る

旨
が

定

め

ら

れ

て

い

た

(

一

･

四
･

五

条
)

｡

一

方
､

パ

リ

の

セ

ク

シ

ョ

ン

や
コ

､
､

､

ユ

ー

ン

で

は
､

八

月
一

〇

日

以

降
､

蜂
起
の

成

果
を

推
濁
す
る

た

め
に

独

自
の

運

動
を

展
開

(

19
)

し

て

い

た
｡

と

く
に

､

立

法
議
会
が

採
用

し

た

間
接
選
挙
制
に

対

す
る

反
対

は

強
く

､

八

月
一

六

日

に

は
モ

ン

ト

ル

イ
ユ

(

買

呂
ナ

蒜

邑
)

セ

ク

シ

ョ

ン

に

続
い

て

二

七
の

セ

ク

シ

ョ

ン

が

反
対

決

議

を

行
っ

て

い

た
｡

ま

た
､

八

月
二

七

日

に

ほ
､

次
の

よ

う
な
プ

ラ

ス

●

ヴ
ア

ン

ド

ー

ム

(

望
g
e

七
e

n

d
か

ヨ
e

)

セ

ク

シ

ョ

ン

の

決

議
に

も

と
づ

い

て
､

コ

､

､

､

ユ

ー

ン

総
評
議
会

(
c

O

ロ
S

e
】

言
か

n

ぎ
ー

)

(

2 0
)

が
パ

リ

の

選

挙

綱
領
を

発
表
し
て

い

た
こ

と

が

知
ら

れ

て

い

る
｡

｢

川
人

民
の

受
託
者
(

m
P

n
d

P
t

旨
e

∽
)

は
､

第
一

次

集
会
で

､

直

接
､

任

命
さ

れ

る

こ

と

が

原
則
で

あ
る

｡

但
し

､

状
況
が

こ

れ

を

許
さ

な
い

場
合

は
､

選
挙
人

会
を

介
し
て

議
員
を

選
出
す
る

方

法

が

と

ら

れ

る
｡

仙
こ

の

方

法
の

不

備
を

避
け
る

為
､

選
挙
人
は

､

大

衆
の

面
前
で

大

声
で

投
票
す
る

｡

㈲
さ

ら

に
､

選
挙
人

は
､

ジ

一

･▲

ヤ

コ

バ

ン

の

議
場

､

も

し

く

ほ

大
衆
を

収
容
し

う
る

最
む

適
当
な

和
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場
所
に

集
合
す
る

｡

㈲
選
挙
人
に

よ

っ

て

選
出
さ

れ

た

議
員
は

､

セ

ク

シ

ョ

ン

あ

る

い

は

第
一

次

集
会
に

お

い

て

審
査

さ

れ
､

信
任

さ

れ

な
い

時
は

多

数
決
に

よ
っ

て

除
斥
さ

れ

る
｡

+

こ

こ

で

は
､

｢

第
一

次

集

会
に

お

け
る

人

民

主

権
の

完

全
な

行
便
+

と
い

う
サ

ン

･

キ
ュ

ロ

ッ

ト

の

基

本

的
な

政

治

原

理

か

ら
､

普
通

･

直
接
選

挙
の

原

則
と

､

間
接
選

挙
に

お

け
る

当
選

者

(

中

F
s
)

の

事
後
審
査
の

要
請
と

が

導
か

れ

て

い

た
こ

と
が

特
徴
的

で

あ
る

｡

こ

れ

に

対

し
て

､

国

民

公

会
選

挙
は

八

月
二

六
日

(

於
第

一

次

集
会
)

と

九

月
三

日

以

降
(

於
選

挙
人

会
)

数
日

間

1
数
週

間
に

わ

た
っ

て

実
施
さ

れ

た
｡

選

挙
は

､

パ

リ

の

コ

､

､

､

ユ

ー

ン

に

お

け

(

2 1
)

る

構
想
が

無
視
さ

れ

た

結
果

､

八

月
一

一

日

の

デ

ク

レ

ど

お

り
に

行
わ

れ

た
｡

そ

し

て
､

男
子

普
通

選

挙
の

実
現
に

よ
っ

て

有
権
者

数
が

約
七

〇
〇
万

人

に

拡

大

さ

れ

た

に

も

拘
ら

ず
､

パ

リ

な

ど
の

都
市
を

除
い

て
一

般
に

労
働
者

･

職
人
な

ど
の

投
票
率
が

低
く

､

絶
技
票
者
数
七

〇

-
一

〇

〇

万

人

(

投
票
率

一

〇

%

強
)

と
い

う

(

2 2
)

結
果
で

あ
っ

た
｡

こ

れ

に

つ

い

て

は
､

地

方
に

お

け
る

民

衆
の

無

関
心

･

反

革
命
派
の

策
動

･

そ

れ

に

よ

る

恐

怖
の

状
況
な

ど

が

主

な

理

由
と

考
え

ら
れ

る
｡

ま

た
､

選

出
さ

れ

た

国

民
公

会
議
貞
の

(

2 3
)

内
訳
か

ら
し

て

も
､

選
挙
が

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

為
の

も
の

で

あ

っ

た

こ

と

が

理

解
で

き
る

｡

(

2 4
)

㈲
一

七

九
三

年
憲
法
の

制
定

一

七
九
二

年
九

月
二

一

日
､

新
た

な

共
和
国
憲
法
の

制
定
と
い

ぅ
主

要
な

任

務
を

担
っ

て
､

国
民

公
会
が

召

集
さ

れ

た
｡

九
月
二

六

日

に

は
､

議
会
内
の

ジ

ロ

ン

ド

党
勢
力
を

中
心

と

す
る

憲
法

委

員
会
が

組
織
さ

れ
､

翌

年
二

月
一

五

日
､

コ

ン

ド
ル

セ

(

C
O

n

d

O
r
･

C
e

t
)

の

起
草
に

よ

る

憲
法

草
案
が

国
民

公

会
に

提
出
さ

れ

た
｡

こ

れ

が
､

い

わ

ゆ
る

ジ

ロ

ン

ド

草
案
で

あ

る
｡

こ

の

事
実
は

､

四

月
以

降
逐

条
審

議
さ

れ
､

人

権

茎
一一口
と

憲
法

条
項
の

一

部
が

採
択

さ

れ

た
が

､

ジ

ロ

ン

ダ
ン

追
放
後
に
モ

ン

タ

ー

ニ

ュ

党
に

よ
っ

て

変
更
さ

れ

る

に

至
る

｡

そ

し
て

六

月
一

〇

日

に

公

安
委
員
会
の

憲

法

起
草

委

員
で

あ

る

エ

ロ

ー
･

ド
･

セ

シ

ェ

ル

(

H
腎

冒
-

t

d
か

S

打
F
e
-
-

e

s

)

に

よ
っ

て

提
出
さ

れ

た

新
憲
法

案
が

､

わ

ず
か

二

週

間
の

審
議
の

後
に

採
択
さ

れ

た
｡

こ

れ

が
､

･
一

七

九
三

年
六

月
二

四

日

憲
法

(

モ

ン

タ
ニ

ア

ー

ル

憲
法
)

で

あ
る

｡

一

,
七

九
三

年
憲

法
制
定

期
に

は
､

こ

れ

ら
の

他
に

､

公

琴
に

応
じ

た

憲
法
私

案
が

三

〇

〇

以

上
も

存
在
し

た
｡

そ

し
て

､

そ

の

ほ

と

ん

ど

が

男
子

普

通

選

挙

制
を

採
用

し
､

さ

ら
に

主

権
原

理
に

つ

い

て

第
一

次

集
会

に

基
礎
を

お

く

｢

人

民

主

権
+

の

構
想
を

も
っ

て

い

た
こ

と
が

知

(

2 5
)

ら
れ

て

い

る
｡

本

稿
で

は
､

ジ

ロ

ン

ド

草
案
と

一

七

九
三

年
憲
法

7()念
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U
′
＼

に

お

け
る

選
挙
の

構
想

を

考
察
す
る

に

あ

た
っ

て
､

こ

れ

ら
の

私

案
の

う

ち

傑
出
し

た

内

容
を

も

つ

ジ

ャ

ン

･

プ
ァ

ル

レ

(

-

①

呂

く
甲
ユ
e

t

)

や
ロ

ベ

ス

ピ

エ

ー

ル

の

構
想
を

も

比

較
の

視
野
に

入

れ

る

こ

と

に

す
る

｡

ま

ず
､

ジ

ロ

ン

ド

草

案
は

､

｢

主

権

は

本

質

的
に

人

民

全

体

(

p
e

亡

p
-

e

e

ロ
t

瞥
e

)

に

属
す
る

｡

各
市
民

ほ
､

主

権
の

行
使
に

参

与

す
る

平
等
の

権
利
を

有
す
る

(

人
権
宜

言
二

七

条
)

｡

+

と

規
定

し
て

｢

人

民

(

=
p

芸
p

-

e

)

主

権
+

の

立

場
を

表

明
し

て

い

る
｡

ま

た
､

｢

二
一

歳
以

上
で

､

一

年
以

上

中

断
な

く
フ

ラ

ン

ス

領

土

に

居
住
す
る

す
べ

て

の

男
性
は

､

共

和

国
の

市
民

で

あ

り

…

…

(

憲
法
二

第
一

条
)

+

｢

す
べ

て

の

市
民

は
､

三

カ

月

間
中
断
な

く

居
住
す
る

場
所
に

お

い

て
､

選

挙
権

(

d
r

O
小

t

d
e

s

島
→

p

笥
)

を

行
使
し

う
る

(

二

筋
三

条
)

+

と

の

ぺ

て

男
子

普

通
･

平

等

選

挙

制
を

採
用
し

て

い

る
｡

さ

ら
に

､

選

挙

権
あ

る

い

ほ

政

治
的

権
利

の

行
使
の

性
質
に

関
し

て
､

コ

ン

ド

ル

セ

は
､

次
の

よ

う
な

演

説

を

行
っ

て

い

る
｡

｢

政

治
的

諸
権
利
を

行
使
す
る

能
力
を

憲
法

上

誰
に

認
め

る

か

に

つ

い

て
‥

…
･

従

来
か

ら
二

つ

の

意
見
が

あ
っ

た
｡

一

方
は

､

政

治
的
諸

権
利
の

行
使
を

一

種
の

公

務
と

み

な

し

…
‥
･

万

人
の

諸

権

利
の

行
使
を

､

排
他

的
に

､

一

部
の

市
民
に

委
託
し

う
る

と

考
え

て

い

た
｡

他

方

は
､

反
対
に

､

政

治
的

諸

権
利
は

完
全
な

平
等
を

伴
っ

て

す
べ

て

の

個
人
に

属
さ

ね

ば

な

ら

な
い

と

考
え
て

い

た
｡

…

…
そ

し

て

こ

れ

ま
で

は
､

一

七

九
一

年
憲
法
が

確
認

し
た

第
一

の

考
え
に

従
っ

て

き

た
｡

し
か

し

我
々

に

は
､

第
二

の

考
え
の

方

が

理

性
と
正

義
､

そ

し
て

賢
明

な

政

治
に

と
っ

て

ふ

さ

わ

し
い

よ

(

2 6
)

う
に

思

わ

れ

る
｡

+

-
こ

こ

で

は
､

一

七

九
一

年
憲
法
下
の

｢

選

挙
権
公

務
説
+

を

斥
け
た

上
で

｢

選
挙
権
権
利
説
+

を

採
用
し

ょ

う
と

す
る

明

瞭
な

意
図
が

表
明
さ

れ

て

い

る
｡

さ

ら

に

ジ

ロ

ン

ド

草

案
は

､

議
員
の

み

な

ら

ず
､

執
行

評
議
会

(

C
O

n

邑
-

①

監
2
t

丘

や

地

方

行

政

府
の

メ

ン

バ

ー

に

つ

い

て

も

直
接
選

挙
制
を

導
入

し
､

民

主

的
領

外

観
を

保
っ

て

い

た
｡

し
か

し
､

反

面
､

選

挙
方

法
に

つ

い

て

は
､

候
補
者
推
薦
の

予

備
投
票

(

記
名

投
票
)

と

決
定

投
票
と
の

二

回

投
票
制
を

採
用
し

て

い

た

た

め
､

そ

の

手

続
が

複
雄
す
ぎ

､

か

つ
､

選
挙
に

最
高
数
週

間
を

要
す
る

と
い

う
欠
陥
を

も
っ

て

い

た
｡

当

時
の

モ

ン

タ
ニ

ア

ー

ル

の

批
判
や

歴
史
家
マ

テ

エ

ら
の

評
価
を
ま
つ

ま
で

も

な

く
､

ジ

ロ

ン

ド

草
案
の

選

挙

制
魔
の

内
に

は
､

少
な

く

と

も

運
用
上

､

民

衆
(

27
)

を

選
挙
か

ら

締
め

出
す

効
果
を

含
ん

で

い

た

こ

と

が

指
摘
し

う
る

｡

次
に

､

一

七

九
三

年
憲
法
は

､

｢

主

権
は

人

民
に

属
す
る

｡

(

人

権
宣
言
二

五

条
)

+

｢

主
権
者
人
民

と

ほ
フ

ラ

ン

ス

市
民
の

絵
体
で

抑
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あ
る

｡

(

意
汝
七

条
)

+

と

現
足
し

七
､

｢

人

民
(

=
勺
e

亡

p
訂
)

主
梅
+

を

横
棒
し

て

い

る
｡

こ

こ

で

い

う
フ

ラ

ン

ス

市
民

に

は
､

｢

フ

ラ

ン

ス

に

生

ま

れ
､

か

つ

居

住
す
る

二
一

歳

以

上

の

す
ぺ

て

の

男

性
+

の

他
､

一

定
の

要
件
を

満
た

す

外

国

人
も

含
ま

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

同

意
法
は

､

｢

各
市

民
は

､

法
の

形
成
を

受
託

者
ま

た

ほ

代
理

人

(

品
e

n
t

S

)

の

選

任
に

参
与

す
る

平
等
の

権
利
を

有
す

る

(

人

権
宣

言
二

九

条
)

｡

+

｢

主
権
者
人

民

は
､

議
員
を

直

接

選

任

す
る

(

憲
法
八

条
)

｡

主

権

者
人

民
は

､

行
政

官
･

公

仲

裁

人
･

刑
事
お

よ

び

破

毀
裁
判

官
の

選

出
を

選

挙
人
に

委
ね

る

(

意
迭
九

条
)

｡

+

と

規
定
し
て

い

る
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

こ

で

も

選
挙

権
を

主

権
者
た

る

各
市

民
の

権
利
と
し

て

把
え

た

上
で

､

男
子

普
通

･

平
等
選

挙
制
が

確
立

さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

草
案
起
草

者
の

エ

ロ

ー

･

ド
･

セ

シ

ェ

ル

が

｢

人

民

主

権
と

人

民
の

選

挙

権
(

d
r

O
i

t

d
､

聖
0

∩

江
○

ロ
)

の

尊

重
+

と
い

う

意
図
を

表
明

し
て

い

た
よ

う
に

､

一

七

九

三

年

憲
法
に

は
､

｢

人

民
(

=
p
e

占
】

e

)

主

権
+

の

立

場
か

ら

｢

選

挙

権
権
利
説
+

を

説
明

す
る

ル

ソ

ー

の

理

論
が

採
用

さ

れ

(

2 8
)

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

同
憲
法
が

､

執
行

･

司

法
機
関
に

つ

い

て

間
接
選

挙
制
を

維
持
し

て

い

た

点
に

つ

い

て

は
､

川
全
公

職
者
を

直
接
に

選
任
す
る

場
合
の

民

衆
の

疲
弊
を

防
ぎ

､

型
止

法
機
関
の

み

に

直

接
選
挙
制
を

導
入

す
る

こ

と

で
､

立
法

府
へ

の

権
力

集
中
を

は

か

湖

り

他

機
関
と
の

権
威
上
の

格
差
を
つ

け
る

､

と
い

う

理

由
が

明

ら

(

2 9
)

か

に

さ

れ

て

い

た
｡

そ

の

他
､

第
一

次

集
会
の

定

員
や

選

挙
区
の

単
位
を

縮
小
し

､

民

衆
の

た

め
に

大

声
に

よ

る

投
票
を

認
め

て

選

挙

手

続
の

簡
略
化
を

は

か

る

な

ど
､

一

七

九
三

年
憲
法
の

選

挙

制

虔
に

は
､

ジ

ロ

ン

ド

草
案
と

の

対

抗
を

意
識
し

て

改

良
し

た

点
が

(

3 0
)

少
な

か

ら

ず
認
め

ら
れ

る
｡

以

上
の

よ

う
に

､

ジ

ロ

ン

ダ

ン

と
モ

ン

タ
ニ

ア

ー

ル

に

よ

っ

て

提
示
さ

れ

た

選

挙
制
度
論
･

選

挙
権
論
は

､

一

七

九
一

年
憲
法

下

の

も
の

と

完
全
に

系
譜
を

異
に

し

て

い

た
｡

そ

し
て

､

こ

れ

ら

は
､

｢

国
民
+

と

区

別
さ

れ

た

｢

人
民
+

す

な

わ

ち

具
体

的
存
在
と

し

て

の

｢

一

定
の

時
点
に

お

け

る

市
民
の

総
体
+

を

主

権
主

体
と

す

る

｢

人

民

(

=
勺
e

亡

p
】

e

)

主
権
+

原
理
の

採
用

を

前
提
と
し

て

い

た

と

思

わ

れ

る
｡

し

か

し
､

こ

れ

ら
の

主

権
原

理
に

つ

い

て

は
､

そ

れ

自
体

､

｢

人

民
(

=
p
e

u

p
】

e
)

主

権
+

原
理

と

し

て

き

わ

め
て

不

完
全

な

構
造
し

か

も
っ

て

い

な
か

っ

た

こ

と

に

注

意
す
べ

き
で

(

3 1
)

あ
る

｡

ト
く

に
､

立

法
に

関
す
る

人

民

拒
香
制

度
の

採
用
に

よ
っ

て

｢

人

民
に

よ

る

意
思

決

定
+

の

保
障
に

つ

と

め
た

一

七

九
三

年

憲
法
に

お

い

て

さ

え
､

議
会
が

主

権
者
人

民

か

ら

独

立
し

う
る

形

態
が

維

持
さ

れ
､

議
員
に

対

す
る

命
令
的

委
任
や

､

責
任
追
及

･



( 6 3 ) フ ラ ン ス 革命期 の 選 挙権論

罷

免
の

可

能
性
が

排
除
さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て
､

主

権
者
の

権
利
行
使
と
し

て

の

選
挙
は

､

実
際
に

は

単
な

る

指
名

選
定

行
為
に

す

ぎ

ず
､

そ

れ

以

上
に

､

実
体

的

な

委
任
行
為
を

伴

な

う
も

の

で

は

な

か
っ

た
こ

と
が

理

解
で

き
る

｡

(

3 2
)

こ

れ

に

対
し

て
､

｢

主

権
は

代

表
さ

れ

え

な
い
+

と

い

う
ル

ソ

ー

の

理

論
に

最
も

忠
実
な

｢

人

民

(

=
p
e

亡

旦
e
)

主

権
+

論
を

展

開
し

た

の

は
､

民

衆
運
動
の

理

論
的
リ

ー

ダ
ー

の

一

人
で

あ

る

ヴ

ァ

ル

レ

で

あ
っ

た
｡

彼
は

､

｢

議
員
は

代

表
(

r
e

p
r
か

s

e

n
t

甲
n
S

)

で

な

く

受
託

者
(

ヨ
甲
ロ

d

邑
巴
r

e

s
)

･

機

関
(

O
r

笥
n
e

S

)

に

す

ぎ

な

(

3 3
)

い
+

と

い

う

原
則
を

基
調
と

し

て
､

｢

命
令
的

委

任

論
+

を

展
開

し

た
｡

そ

し
て

､

彼
に

と
っ

て
､

人

民
に

属
す
る

主

権
の

行

使
は

､

｢

社

会

状
態
に

お

け
る

人
の

権
利
+

の

第
一

の

も
の

で

あ
り

､

そ

の

内

容
は

｢

川
全
て

の

公

的

機
関
を

直
接

､

選
任
す
る

こ

と
､

出

社

会
の

利
益
を

討
議
す
る

こ

と
､

㈲
法

案
提
出
を

委
託
さ

れ

た

受

託

者
に

対
し

て
､

個
人

的
に

は

願
望

･

意
見
を

､

全

体
と

し
て

は

意
思

を

表
明

す
る

こ

と
､

肘
委
託
者
の

利
益

を

裏
切
る

議
員
を

召
(

糾
)

還
し

処
罰
す
る

こ

と
=

:

‥
+

等
､

八
つ

の

部
分
か

ら

成
っ

て

い

た
｡

し

た

が

っ

て
､

公

務
員
の

選

挙
は

､

主
権

者
に

属
す
る

権
利
の

第

一

の

も
の

で

あ
る

と

共
に

､

立

法
府
の

議
員
を

選

出
す
る

場
合
に

は
､

事
後
的

に

で

あ

れ
､

必

ず
､

主

権
者
の

意
思
の

表
明

す

な
わ

ち

訓
令
の

授
与
が

伴
う
こ

と
が

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

た
｡

ま

た
､

議
員
に

対

す
る

責
任
追
及

･

処
罰
の

権
利
が

主

権

行
使
の

内

容
と

し
て

明

示
さ

れ

て

い

た

こ

と

は
､

一

七

九
三

年
憲
法
と

比

較
し

て

特
徴
的
で

あ

る
｡

こ

の

点
で

は
､

一

七

九
三

年
四

月
二

四

日
､

モ

ン

タ

ー

ニ

ュ

党
左

派
の

議
員
を

中
心

と

す

る

当

時
の

ジ

ャ

コ

バ

ン

･

ク

ラ

ブ

を

代
表
し
て

､

人

権
宣

言

案
を

国

民

公

会
に

提
出
し

た
ロ

ベ

ス

ピ

エ

ー

ル

も
､

グ
ァ

ル

レ

と

類
似
の

構
想
を

表
明

し

て

(

3 5
)

い

た
｡

ロ

ベ

ス

ピ

エ

ー

ル

は
､

五

月
一

〇

日

の

演
説
に

お

い

て

も

｢

主

権
は

､

本

質
的
に

フ

ラ

ン

ス

人

民
に

存
す
る

｡

す
べ

て

の

公

務

員
は

受
託
者
で

あ

る
｡

人

民

は
､

受
託
者
を

選

出
し

た

の

と

同

(

3 6
)

様
の

方

法
で

罷
免
し

う
る
+

と

述
べ

て

い

た
｡

こ

れ

ら
の

言
説
は

､

｢

人

民
(

=
p
e

H

匂
-

①

)

主

権
+

原
理
が

､

｢

選

挙
権
権
利
説
+

と

結

合
し

た

普
通

選

挙
制
度
の

他
に

､

命
令
的

委
任
あ

る

い

は

罷
免
に

よ

る

議
員
拘
束

(

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

)

の

制
度
を

要
請
す
る

こ

と
を

示

唆
し

て

い

た

点
で

重

要
で

あ
る

｡

と
こ

ろ
で

､

一

七

九
二

-
九

三

年
に

お

い

て
､

以

上
の

よ

う

な

普
通

選

挙
制
度
論
が

確
立

さ

れ

て

い

た

に

せ

よ
､

｢

男

子
+

普

通

選
挙
に

到

達
し

た

に

す

ぎ
な

か
っ

た

こ

と

は

こ

こ

で

留
保
す
る

必

要
が

あ

る
｡

女
性
の

権
利
の

要
求
は

､

一

七

八

九

年
人

権
宣

言
公

(

37
)

布
の

直
後
か

ら

議
会
の

内
外
に

存
在
し

､

一

七

九
三

年
憲
法
制
定

7 0 5



一

橋論叢 第 七 十八 巻 第六 号 ( 6 4 )

(

詔
)

期
に

は

ギ
ヨ

マ

ー

ル

(

の
亡

3
m

且
ら
の

提
案
で

国
民

公

会
の

審

議
の

対

象
に

な
っ

て

い

た
｡

ま

た
､

実
際
に

パ

リ

の

セ

ク

シ

ョ

ン

や

民

衆

協
会
で

は

女

性
も

政

治

的
権

利
を

行

使
し

て

お

り
､

サ

ン

+

キ
ュ

ロ

ッ

ト

の

｢

人

民

(

=
p
e

亡

p
-

e

)

主

権
+

論
が

女

性
を

含
む

普
通

選

挙

権
論
に

到

達
し
て

い

た

こ

と

は

十

分
に

理

解
で

き

(

3 9
)

る
｡

し

か

し
､

当

時
の

一

般
的

状
況
と

し

て

は
､

女

性
は

そ

も
そ

も

主

権
あ

る

い

は

市
民

権
の

享
有
主

体
か

ら

排
除
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

事
情
も

含
め
て

､

こ

の

間
題
の

検
討
は

別
稿
に

譲

る

こ

と
に

す
る

｡

(

1
)

杉

原

｢

主

権
と

自

由
+

前

掲
･

七

-
二

八

頁
参
照

｡

な

お
､

革

命
の

構
造
に

つ

い

て

の

筆
者
の

見

解
に

つ

い

て

ほ
､

拙

稿
｢

フ

ラ

ン

ス

革
命
に

お

け
る
一

七

九
三

年
憲
法

の

研

究
･

序

説

H
+

(

以

下
｢

序

説
H
+

と

略
す
)

『

一

橋
研

究
』

通

巻
三

三

号

九

五

頁

以

下

を

参

照

さ

れ
た

い

｡

(

2
)

一

七

八

九

年
人

権
宣

言

に

つ

い

て

ほ
､

わ
が

国
で

既
に

す

ぐ
れ

た

研

究
が

な

さ

れ

て

い

る

の

で

こ

こ

で

ほ

立

ち

入

ら

な
い

｡

深

瀬
忠

一

｢

一

七

八

九

年
人

権

宣

言

研

究

序

説

H
⇔
日
+

『

北
大

法

学
論
集
』

一

四

巻
三

･

四

号
､

一

五

巷
一

号
､

一

八

巻
三

号
､

稲

本

洋

之

助

｢

一

七

八

九

年
の

『

人
お

よ

び

市

民
の

権

利
の

宣

言
』
+

『

基
本

的

人

権
』

三

巻
､

三

輪
隆
｢

一

七

八

九

年
の

権
利
宣

言
に

お

け

る

政

治

的

権
利

H
臼
+

『

早

稲

田

法

学

会

誌
』

二

六

巻
･

二

七

巻
､

な

ど

参

照
｡

(

3
)

一

七

八

九

年
宣

言

を

採
択

し
た

後
､

ブ
ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

が

｢

政

鵬▲7

治

的

特

権
階

級

と

し
て

自
ら

を

組

織

す

る
+

過

程
に

つ

い

て

は
､

A
･
A

已
P

阜

ロ
s
t

｡
i

岩
p
｡

ぎ
且
亡
｡

d
e

-

p

声
臥

く
○

吉
-

O
n

拝

賀
¢

巴
S

e
､

-

諾
-

-

p
･

志
-
00

○

参
照

｡

(

4
)

.

冒
i

ロ
C

甘
e
田

d
e

g

｡

弓
｡

⊇
e

m
e

邑

ぎ
日

管
ヂ

､

c

F
I

H

H
.

p

声

-

-
･

A

岩
F
i

く
e
S

勺
P

ユ
e

ヨ
2

n
t

2 .

r

2
S

L
町
2

S
几

E
e

-

-
･

恥
,

ワ

h

N

u

(

以

下

A
･

ワ

r

の

..

t
.

…

と

略

す
)

(

5
)

一

二

月
二

二

日

の

デ

ク

レ

の

正

文

は
､

A
.

ロ
ー

.

P

こ
.

ご
.

p
.

-

ご
e
t

s
･

(

-

h

j

P

P

-

3
0
)

参
照

｡

(

6
)

A
･

A
已
発
声

｡

p
･

C
i

t
･

､

ワ

宝

e
t

s
.

.

一

労
働
日

の

労
賃
は

､

一

七

九

〇

年
一

月
一

五

日
の

デ
ク

レ

等
に

よ
っ

て
､

ほ

ぼ

二

十
ス

ー

(

一

リ

ー

ブ

ル

)

以

下

十
ス

ー

(

半
リ

ー

ブ

ル

)

以

上

に

定

め

ら

れ

た
｡

A
･

勺
･

-
･

S
一

.

t
.

-

-
.

ワ

ー

00

N

-
-

笠
e

t
c
.

(

7
)

A
･

勺
･

-
･

P

こ
･

N

や
､

ワ

ヨ
加

e

t

s

∴
N

¶

S
ま
ー

3
-

)

(

8
)

1
.

G
O

計
c

F

㌢
J
e
s

H

ロ
S

t

巨
{

訂
n
ロ

d
e

-

p

耳
呂
の

O

S

O

宏

-

｡

打
払

召
-

邑
O

n

e

:
由
m

号
e

､

-

芸
00

-

ワ

ざ
.

桑
原
編

『

フ

ラ

ン

ス

革
命
の

研

究
』

一

〇
五

頁
参
照

｡

(

一
ヱ

杉
原
『

国

民
主

権
の

研
究
』

一

九

七
一

年

二
一

四
二

頁
以

下

参

照
｡

と

り

わ

け
シ

イ

エ

ス

に

お

け

る

政

治

的

権

利
の

制
限
の

論
理

に

っ

い

て

は
､

三

輪
前

掲
論
文

『

早

稲

田

法

学

会

誌
』

二

七

巻
二

六

〇

頁
以

下

参
照

｡

(

1 0
)

一

七

九
+

年

憲
法

下
の

国

民

主

権
の

成
立

過

程
お

よ

び

基
本

構

造
に

つ

い

て

ほ
､

杉
原

前

掲

書
二

三

五

-
二

七
二

頁
､

二

九

五

頁

以

下
に

詳
細
に

検
討
さ

れ

て

い

る
｡

l
＼
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(

1 1
)

A
･

勺
･

-

-
-

S
･

､

t
･

N

¢
､

p
･

訟
P

(

1 2
)

A
･

ロ
､

-
･

S

･-

t
･

N

や
､

p
･

宗
P

(

1 3
)

A
･

ロ

ー
･

S

･
こ
㌧

¢
-

p
･

ミ
¢

■

O
e

亡

∃
e
ひ

d
e

呂
p

巴
m
E

2

R
O

ど
の

勺
i

e
【

r
e

.

t
一

か
､

ワ

一

望
じ

き
s
･

(

1 4
)

マ

ラ

ー

は
､

一

七

八

九

年
八

月
の

憲
法

私

案
の

中
で

｢

す
べ

て

の

市

民

は
､

投

票
権
(

告
O
i

t

n

b

S

仁

守
男
叫
0

)

を

も
た

ね

ば
な

ら

な

い

｡

+

と
の

ぺ

て

い

る
｡

(

A
･

A
已
賀
d

.

〇

ワ

C

芦
,

p
･

コ
一

己
駕

阜

｢
P

C
O

n
S

t

芹

き
叫

O
n

〔

｢
b

冨

記
N

-

〕

p
.

N

-

)

｡

ぺ

チ

オ

ン

も

｢

す
べ

て

の

個
人

ほ
､

法
の

形
成
に

参
与

す
る

神
聖

に

し
て

不

可

譲
な

権
利

を

有

す
る
+

旨
を

明

ら

か

に

し
て

い

る
｡

(

A
･

勺
･

-
･

P
､

t
･

00
､

甲

山

00

N
.

h

の

e

ワ

一

誌
や

)

(

1 5
)

l
●

G
O
d

O
C

F
O
t

-

○

ワ

2 .

t
･

-

p
･

叫

ご

A
･

ト
已

賀
d

､

O

p
･

2 .

t
･

-

p
･

ゴ
ロ

e
t

s
･

(

1 6
)

A
･

∽
O

b
O

阜
P
O
S

∽
p

n
s
･

0

已
O
t

t
e

S

p

胃
監
昌
S

e

ロ

ー
.

e

n

l

H
､

-

冨
N

.

ワ

り
ロ

か
･

(

1 7
)

A
･

吋
･

.

-
･

ヂ
t

･

会
､

ワ

宏
一

､

A
･

A
已
胃
㌣

O

p
･

C

F
,

p
･

N

N

-

e

t

甲
.

八

月

十
日

の

蜂
起
に

つ

い

て

は
､

マ

チ

エ

『

フ

ラ

ン

ス

大

革
命

(

中
)

』

(

ね

ず
･

市

原

訳
)

一

一

頁
以

下
､

井
上

す
ゞ

『

ジ

ャ

コ

パ

ン

独

裁
の

政

治

構

造
』

一

九
七

二

年
･

一

一

〇

頁
以

下

参
照

｡

(

1 8
)

八

月
一

一

日

の

デ

ク

レ

の

正

文

ほ
､

A
･

勺
･

､

-
･

S
･

-

t
･

竜
一

勺
･

N

∽

-
い

ー

参
照

｡

(

1 9
)

A
･

∽
○

ど
じ

已
-

○

ワ

C

F
-

p
･

旨
¶

e

t

s
･

-

マ

チ

エ

前
掲

書
六

〇

頁
以

下

参
照

｡

(

2 0
)

】

芦

→
0

昌
巴
-

粥
､

H

賢
○

打
O

d
e

-

p

T
e

H
【

e

亡
【

-

-

監
♪

t
･

中
､

ワ

い

O

e
t

ヂ

A
.

S
O

す
じ

已
.

〇

ワ

C
i

t
･

.

ワ

ヒ
¢

e

t

s
･

､

O
e

亡

く

岩
折

d
e

呂
p

臥
m
i

-

訂
口

河
○

訂
s

甘
e
【

【
e

.

t
･

00
ー

p
･

皇
丁

い

e
t

ア

プ

ラ

ス

･

プ

ア

ン

ド

ー

ム

セ

ク

シ

ョ

ン

の

決
議
書

ほ
､

ロ

ベ

ス

ピ

エ

ー

ル

の

起

草
･

掟
実
に

よ

る

も
の

で

あ

る
｡

(

2 1
)

国

民

公

会

選

挙
の

方
法

､

さ

ら

に

代

表

観
念
を

め

ぐ
っ

て
､

モ

ン

タ
エ

ア

ー

ル

と
コ

､

､

､

ユ

ー

ン

､

セ

ク

シ

ョ

ン

と
の

間
に

対

立
が

生

じ

て

い

た
｡

こ

れ

に

つ

い

て

ほ
､

井
上

す
ゞ

前
掲

幸
一

四

〇

頁
以

下

参
照

｡

(

22
)

選

挙
の

経
過

と

結
果
に

つ

い

て

は
､

A
･

A
已
a

邑
-

○

ワ
C

F
､

p
･

N

£
I
N

旨

こ
.

G
O
d

O
C

F
U
t

.

〇

ワ

2 .

什
･

.

p
･

N

ヨ

こ
･

l
･

C
F
O

く

已
-

瞥
､

H
i

∽
t

O
i

記
n

b
S

ぎ
s

t
ト

t

已
-

○

ロ
S

e
t

d
e
s

r

e

g
-

m
e
四

p
O
-

E
一

亡
e
四

d
e

-

p

ヨ
･

巴
岩
e
.

-

芸
叫

.

ワ

ご
e
t

の
･

参
照

｡

(

2 3
)

シ

ュ

バ

リ

エ

に

よ

れ

ば
､

選

出
さ

れ

た

七

四

九

名
は

､

二

名
を

除
い

て

全
て

ブ
ル

ジ

ョ

ア

階
級
に

属
し
て

い

た
｡

さ

ら
に

､

七

七

名

が

旧

恵
珪

制
定

議
会

議
員

､

一

八

六

名
が

旧

立

法

議
会
議
員
で

あ
っ

た
｡

(

J
.

1
一

C
F
e

く
山

喜
i

e

J

O

ワ

邑
･

.

ワ

冨
)

(

2 4
)

一

七

九
三

年
憲
法
の

制
定

過

程
に

つ

い

て

は
､

拙

稿
｢

序
貌
H
+

前
掲

九

九

頁
以

下

を

参
照
さ

れ

た

い

｡

(

25
)

拙
稿

｢

序

説

H
+

前
掲

一

〇

八

頁
､

-
･

G
O

計
c

F

阜
0

ワ

邑
･

-

ワ

N

3
･

(

2 6
)

A
･

勺
･

､

-
･

S
･

､

t
･

訟
-

p
･

浩
一

･

(

2 7
)

ジ

ロ

ン

ド

草
案

に

お

け

る

選

挙

規

定

(

C
O

n
S

t

芹

已
-

O

n

g
i

3
n
･

d

呂.
e

中
ロ

-

3
い

.

t
i

t
一

-

H

H
､

S

票
.

H

H

I
-

P
【

t
一

-

O
t

S

.)

の

評
価
に

■7

つ

い

て

は
､

A
･

冒
巴
E
e

♪

.

卜
p

C
O
ロ

邑
t

ま
ー

0

ロ

血

b

-

3
山

∵

A
･

和
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]

甲

声

句
ご

ー

¢

諾
､

ワ

旨
叫

.

桑
涙

前
掲
前

書
一

〇

八

-
一

〇

九

頁

参
照

｡

(

2 8
)

エ

ロ

ー

の

演
説
に

つ

い

て

は
､

A
.

勺
･

-
.

s
.

.

t
.

監
.

p
.

N

訟

参
照

｡

ル

ソ

ー

理

論
と

の

関

係

に

つ

い

て

ほ
､

ナ

｢

已
e
り

ユ
か

R
e

､

冒
P
ロ
亡
e
-

計
d

3
芹

c

O
ロ
S
t

芹

已
-

○

臼

n
e
-

,

-

窒
や

一

宇

か

叫

e
t

甲

な

ど

参
照

｡

ル

ソ

ー

の

｢

人

民

(

=
勺
①

ロ

p
-

e

)

主

権
+

論
に

よ

れ

ば
､

投
票

は

主

権

行

使
に

参
加

す
る

手

段
で

あ

り
､

さ

ら
に

人

民

を

構
成

す
る

各

個

人

=

市

民
に

主

権
が

帰
属

す
る

が

故
に

､

各
市

民
は

､

自

ら

保

有
す
る

主

権
部

分
の

帰

結
と

し

て

投
票
権
の

行

使
に

あ

ず
か

る

こ

と
に

な
る
｡

他

方
､

主

権
と

は
一

般
意

思
で

あ

り
､

そ

れ
は

各

市

民
が

そ
の

形

成
に

協
力
す

る

か
､

少

な

く

と

も

協
力
が

可

能
な

易
合

に

し
か

出
現
し

え

な

い
｡

し

た

が

っ

て
､

選

挙

権
は

､

主

権
者
の

構

成

員
の

資
格

自
体

か

ら

ひ

き

出
さ

れ

る

権

利
で

あ
る
｡

そ

し
て

ル

ソ

ー

白
身

､

選

挙

権
を

｢

す
べ

て

の

主

権
的

行

為
に

つ

い

て

投
票
す
る

単
一

の

権
利

､

何
者
も

市

民

か

ら

奪

う
こ

と
の

で

き

な
い

権
利
+

と

し
て

規
定
し

て

い

る
｡

(

せ
∈

0

0

n
t

r

a
t

S

O

C
サ

巴
､

-
】

ぎ
ー

く
.

c

F

I

)

(

2 9
)

A
･

勺
･

-
･

ヂ
t
･

宗
､

ワ

N

訟
､

ワ

竺
〇

.

(

3 0
)

桑
原

前
掲

腐

書
一

〇

九

-

二
一

頁
参
照

｡

(

3 1
)

一

七

九

三

年
憲
法
に

お

け
る

｢

人

民

主

権
+

麻
理

の

内
容

と

限

界
に

つ

い

て

ほ
､

拙

稿
｢

序
説

臼
+

『

一

橋
研

究
』

通

巻
三

五

号

七

一

頁
以

下

参

照
｡

(

3 2
)

l
･

l
･

知
○

亡

琵
O

p

亡
､

ロ
亡

C

O

n
t
r

邑
s

O
C
-

巴
.

亡
く
.

i

-
H

.

已
-

.

㍍
卜

d
l

.

(

3 3
)

】
･

く
p

ユ

早

耳
｡

首
d

､

亡
ロ

m

呂
d
p
t

00

思
2 .

e
-

e

こ
m
勺

幹
b l

巨
ナ

ー

3
N

･

ワ

か

(

F

モ
ー

ー

○

ヱ

(

3 4
)

ナ

く

賀
-

e
t

､

U
幹
-

賀
毘
i

O

n

岩
-

e

ロ

n
e
-

-

○

年
O

S

d
H

O

打
切

n

わ

ー
､

F
O

m
m
e

計
ロ
S

-

さ
p
t

岩
C
ビ

已
､

-

3
山

.

p
･

-

ヰ
.

(

P

声

岩
)

(

3 5
)

p
U

亡

∃
e

S

d
e

岩
2
n

-

m
巳

昌

河
｡
b
e
¢

勺

訂
R
e

-

t
.

¢
.

p
.

鼓
や

-

A

¶

〇
.

(

3 6
)

ヒ

E
F

.

t
.

や
.

p
.

岩
戸

(

3 7
)

拙
稿

｢

フ

ラ

ン

ス

革
命
と

女

権
宣

言
+

『

法

律
時

報
』

五

七

五

号
六

七

1
七

七

頁

参
照

｡

(

3 8
)

A
･

勺
･

､

-
･

S
･

-

叶
･

声
p

･

詮
ヰ

(

N

か

写
邑

-

3
♪
r

勺
.

G
亡

y
O

m
賀
･

｢
e

勺

胃
t
-

s

a
n

d
2

-

㌫

笥
-

芹
瓜

勺

○
-

E
β

仁
e

e

巨
岩

-

e
①

F
d

才
E
{

き
ー

3
い

ー

(

｢
b

ら

N

冨
-

)
I

A
･

ワ
.

-
.

P

こ
.

か

N
､

ワ

治
-

O
t

P

(

3 9
)

A
･

S
O

す
○

阜
O

p
.

邑
.

.

ワ

旨
叫

.

三

革
命
期
以

降
の

学
説
の

展
開

前

章
の

検
討
に

よ
っ

て
､

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
の

二

つ

の

選
挙
権

論

1
｢

選

挙
権
公

務
説
(

t

F
爪

0
1
-

e

d

e

-

､

八

苦
〔
t

0
1

p
t
･

訂
n

c
t
小

O

n
)

+

と

｢

選

挙
権
権
利
説
(

t

F

訂
1

訂
d

e

-
､

か
一

票
t

0
1

邑
･

d
r

O

丘
+

-
が

､

各
々

｢

国
民
(

=
n
p

亡
○

ロ
)

主

権
+

論
と

｢

人

民
(

=
p
e

u

勺
-

e
)

主

権
+

論
と

結
合
し
て

い

た
こ

と
が

実

証
さ

れ

た

と

思

わ
れ

る
｡

そ

し

て
､

革
命
期
の

こ

の

よ

う

な

構
図
は

､

今
日

ま
で

､

フ

ラ

ン

ス

公

法
学
に

お

い

て

維
持
さ

れ

て

い

る
｡

7()8



( 6 7 ) フ ラ ン ス 革命期 の 選 挙権論

グ
デ
ル

は
､

｢

人
民

主
権
論
(
t

F

訂
e

計
-

p

岩
亡

言

邑
ロ
e
t

瓜

勺
O

p

苧

】

巴
岩
)

の

下
で

は
､

選
挙
〔

権
〕

(

空
b
C
t

O
H

賢
)

は

権
利
で

あ

り

…
･

(

1
)

国
民

主
権
体

制
の

下
で

ほ

公
務
で

あ

る
+

｢

人
民
主
権
論
と

結

合
す

る

第
一

の

考
え

〔

選
挙
権

権
利
説
〕

に

お
い

て

は
､

各
市
民
は

､

自
ら

が

保
有
す
る

主
権
部
分
の

帰
結
と

し

て

固
有
の

選
挙
権
(

告
○

打

合

岩
･

野
点
e

)

を

も
つ

｡

国
民

主
権
論
と

結
合
す
る

第
二

の

考

え

〔

選

挙
極

公
務
説
〕

に

お

い

て

は
､

国
民

は

意
思
を

表
明
す
る

た

め
の

機
関
を

必

要
と

し
､

選
挙
人
が

そ

の

機
関
の

一

つ

と

な

る
｡

選
挙
人
は

公
務
を

行

(

2
)

便
す
る

｡

+

と

指
摘
し
て

い

る
｡

デ
ュ

ベ

ル

ジ

ュ

は
､

｢

分

割

代

表
(

r

名
1

卦
e

n
t
山

巨
O

n

拝

琶
t

5
.

苧

n

計
)

+

･

｢

国
民

代
表
(

岩
p
【

計
e

P
t

邑
｡

P

ロ

邑
｡
n

巴
e
)

+

と
い

う
代
表

概
念
に

対

応
し

て

｢

分
有
主
権
(

s

｡

亡
く
｡

邑
ロ
e
t

臥

打

賢
t
i

O

ロ
ロ

計
)

+

と

｢

国
民

主
権
+

と

を

区

別
す
る

｡

そ

し
て

､

各
々

が

選
挙
権
論
に

関
し

て
､

｢

選
挙
権
権
利
説
+

と

｢

選
挙
権
公

務
説
+

に

到
達
す

る

こ

と

を

(

3
)

明
か
に

し
て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
に

お

い

て

は
､

一

七

九
三

年
憲

法
が

施
行
延

期
さ

れ
､

一

七

九

五

年
憲
法
が

一

七

九
一

年
憲
法
型

の

諸

原
理
に

回

帰

し
た

こ

と

に

よ
っ

て
､

｢

国
民
(

=
n

邑
O

n
)

主

権
+

論
･

｢

選

挙
権
公

務
説
+

の

体

系
が

勝
利
を

占

め

た
｡

以

後

(

4
)

こ

れ

が

フ

ラ

ン

ス

公

法
の

基
調
に

な
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

一

方
､

一

七

九
三

年
憲
法
に

具
現

さ

れ

た

｢

人

民

(

=
勺
e

亡

勺
-

且

主
権
+

論
･

｢

選

挙
権
権
利
説
+

の

体

系
は

反

体

制
運

動
と

り

わ

け

普

通

選
挙
運

動
の

中
で

展
開
し
た

｡

そ

し

て
､

選

挙
権
論
を

め

ぐ
る

両

説
の

争
い

は
､

｢

一

九

世

紀
の

全
期

間
を

通

し
て

専
門

家

た

ち

を

(

5
)

二

分
し

た
+

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

と

く
に

､

一

八
四

八

年

嵩
法
に

よ

っ

て

男
子

普
通

選

挙
制
が

採

(

6
)

用

さ

れ

た

後
は

､

い

わ

ゆ

る

｢

民

主

化

傾
向
+

あ

る

い

は

｢

人

民

(

7
)

主

権
へ

の

傾
斜
+

が

認
め

ら

れ

る

中
で

､

第
三

共

和
制
下
の

公

法

学
者
の

議
論
を

呼
ん

だ
｡

デ
ュ

ギ
ー

は
､

革
命
期
以

降
の

選
挙
権
論
を

検
討
し
て

一

八

四

八

年

の

体
系
が

一

七

九
一

年
の

そ
れ

と

同
様
で

あ

る

こ

と

を

指
摘
す
る
｡

そ

し

て

｢

フ

ラ
ン

ス

的
な

理

解
で

は
､

･

…
:

選
挙
人
は

権
利
の

主
体
で

あ

る

と

同
時
に

､

公
務
を

授
け

ら
れ

て

い

る
｡

選
挙
〔

棒
〕

は
､

権
利
で

(

8
)

あ
る

と

同
時
に

公

務
で

あ

る
+

と
い

う

結
論
を

提
示
し

て

い

る
｡

但
し

､

(

9
)

こ

こ

で

い

う
権
利
と

は

｢

市
民

資
樽
の

承
認
に

つ

い

て

の

権
利
+

で

あ

(

1 0
)

り
､

国
民

構
成
員
に

認
め

ら

れ

る

超
実
定
的
な

市
民

権
で

あ

る
｡

さ

ら

に
､

こ

の

権
利
は

､

投
票
に

つ

い

て

の

家
定
法
上
の

資
格
が

市
民

資
希

の

上

に

付
与
さ
れ

た

と
き

に

投
票
権
能
(

勺
○

ヨ
1

｡

打

d
e

づ
｡
t

e

ユ

を

導

き

出
す
に

す
ぎ

な
い

｡

し

た

が

っ

て
､

選
挙
が

公
務
で

あ

る
こ

と
か

ら
､

公
務
執
行
に

関
す
る

要
件
の

決
定
は

立

法
者
に

帰
属
し

､

ま

た

強
制
投

(

1 1
)

票
制
も

許
容
さ

れ

る

こ

と
に

な

る
｡

エ

ス

マ

ン

は
､

.
革
命
期
以

来
の

フ

ラ
ン

ス

憲
法
上
の

基
本
原
理

と

す

(

1 2
)

る

｢

国
民

主
権
原
理
+

の

立

場
か

ら

｢

選
挙
権
権
利
説
+

を

次
の

よ

う

9

に

批
判
す
る

｡

｢

そ
の

考
え

は
､

国
民

主

権
が

全
社
会
構
成

員
の

間
に

7 0
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分
割
さ
れ

､

各
部
分
が

各
人
に

固
有
の

も
の

と

し
て

帰
属
す
る
こ

と

を

(

1 3
)

肯
定
す
る

も
の

で

…

…

誤
り

で

あ

る
+

｡

そ

し
て

デ
ュ

ギ

一

同

様
､

一

八

四

八

年
憲
法
に

お
い

て

｢

選
挙
権
公
務
説
+

が

放
棄
さ
れ

て

い

な
い

(

叫
)

こ

と
を

指
摘
す
る

｡

さ

ら
に

｢

選
挙
が

公
務
な

ら
､

国
民
の

金
棒
成

員

は

当
然
に

そ

の

行
使
を

求
め

ら

れ

る
+

の

で

あ

り
､

｢

納
税
者

選

挙

制

(
r

蚤
m
e

c
e

邑
{

2
打
e

)

は

論
理

的
に

は

国
民

主
権
と

矛
盾
す
る

よ

う

(

1 5
)

に

思
わ

れ

る
+

と

述
べ

て
､

普
通

選
挙
制
と

の

調
和
を

は

か
っ

て

い

る

と

い

え

る
｡

カ

レ

･

ド
･

マ

ル

ベ

ー

ル

ほ
､

エ

ス

マ

ン

ら

と

同
様
に

ル

ソ

ー

理

論

を

批
判
し

た

上
で

､

さ

ら
に

法
実
証
主

義
の

立

場
か

ら

従
来
の

｢

選
挙

(

1 6
)

権
権
利
説
+

を

排
除
す
る

｡

彼
に

と
っ

て

選
挙
は

純
然
た
る

公
務
で

あ

り
､

政
治
上
の

民
主
化
現
象
も

法
理

論
の

転
換
を

意
味
す
る

も
の

で

ほ

(

1 7
)

な
い

｡

し

た
が
っ

て

彼
は

､

｢

公
務
の

観
念
は

も

と
よ

り

個

人

的

権

利

の

観
念
を

排
斥
す
る

も

の

で

あ

る
+

｢

選
挙
人
が

､

投
票
の

瞬

間
に

公

(

1 8
)

務
と

権
利
と

を

競
合
的
に

行

使
す
る
こ

と

は
で

き

な
い
+

と

し
て

デ
ュ

ギ
ー

ら
の

｢

二

元
論
+

を

も

排
斥
す
る

｡

結
局

､

マ

ル

ベ

ー

ル

は
､

イ

ェ

リ

ネ
ッ

ク

の

｢

選
挙
人

資
番
を

認
め

さ

せ
る

た

め

の

選

挙

人
の

権

利
+

を

超
え

て

投
票
時
の

個
人
的

権
利
の

側
面
を

も

承
認
し

､

こ

の

権

利
が

投
票
の

瞬
間
に

公
務
に

移
行
す
る

と

解
し

て
､

い

わ

ゆ

る

｢

二

(

1 9
)

段
階
論
+

に

到

達
し
て

い

る
｡

オ
ー

リ

ウ

は
､

公
権
力
を

執
行
権
(

p
｡

弓
｡
i

…
臥
c

邑
〇

･

審
議
権

(

勺

｡

弓
｡

打

d

監
b

野

呂
t
)

･

選
挙
権
(

勺

｡

弓
｡
-

H

d
e

s

島
【

品
e

)

に

分

(

2 0
)

剖
し
て

選
挙
理

論
に

新
た

な

構
成
を

与
え

て

い

る
｡

彼
は

､

選
挙
の

性

格
を

同
意

･

信
任
行
為
と

し
て

把
え
た

上

で
､

｢

選

挙
が

同

意
(
-

-

琴

(

2 1
)

冨
n
t
i

ヨ
e

邑
)

な

ら

ば
､

当
然
に

普
通
選
挙
で

あ

る
+

こ

と

を

指

摘
す

J O

る
｡

ま

た

選
挙
権
は

､

彼
に

と
っ

.
て

は

｢

個
人

的
権
利
で

あ

る

と

同
時

7

(

2 2
)

に

社
会
的
職
務
で

あ

る
｡

+

す

な

わ

ち
､

一

方
で

は
､

同
意
が

個
人
的
行

為
で

あ

る

故
に

｢

選
挙
人

は
､

投
票
と
い

う
集
団
行
為
に

参
加
す

る

個

人
的
権
利
を

も
つ

+

が
､

他
方

､

そ

の

集
団
行
為
の

中
で

は

選
挙
人
は

公
務
を

履
行
す
る

に

す

ぎ

な
い

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

こ

で

も

(

2 3
)

選
挙
が

公
務
で

あ

る

こ

と
か

ら
､

強
制
投
票
も

可
能
で

あ

る
｡

し
か

し
､

オ

ー

リ

ウ

は
､

｢

選
挙
権
が

個
人
的
権
利
で

あ

る
こ

と

を

確
立

す
る

の

ほ

き

わ

め
て

重

要
で

あ
る

｡

そ

れ

は
､

国
事
に

つ

い

て

同
意
能
力
を

有

す
る

す
べ

て

の

人
に

選
挙
権
を

拡
大
す
る

た

め
の

唯
一

の

立
論
だ

か

ら

(

2 4
)

で

あ

る
｡

+

と

述
べ

て
､

権
利
性
を

強
調
し

て

い

る
｡

以

上
の

よ

う
な

選
挙
権
の

本

質
に

つ

い

て

の

議
論
は

､

婦
人

参

政

権
を

含
む

普
通

選

挙
制

度
の

確
立

を

み

た

第
二

次
大

戦
後
に

お

い

て

は

多
少
と

も

意
義
を

失
っ

た

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

例
え

ば
､

選

挙
人

団
の

構
成

員
の

決
定
に

つ

い

て

は
､

現

在
の

実
定

法
上

､

｢

選

挙
権
権
利
説
+

･

｢

選

挙
権
公

務
説
+

の

い

ず
れ

に

お

い

て

も

(

2 5
)

｢

実
際
に

は

同

じ

結
論
に

な

ら
ざ

る

を

え

な
い
+

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し

理

論
上

は
､

普
通

選

挙
制
度
は

｢

選

挙
権
公

務
説
+

か

ら

は

義
務
的
に

要

請
さ

れ

な
い

の

に

対

し
て

､

｢

選

挙

権

権

利
説
+

で

は

必

然

的
に

要
請
さ

れ

る
｡

し

た

が

っ

て

実
定

法
に

よ
っ

て

未

成

年
者

･

無
能
力

者
そ

の

他
の

権
利
行
使
を

排
除
す
る

場
合

､

選
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挙
資
格
制
限
の

基

準
は

後
者
に

お

い

て

は

厳
格
に

解
さ

れ

ね

ば

な

(

2 6
)

ら

な
い

と

考
え
ら

れ

る
｡

ま

た
､

強
制
投
票
制
は

｢

選
挙
権
公

務

説
+

に

お

い

て

容
認

さ

れ

る

の

に

対

し
て

､

｢

選

挙
権
権
利
説
+

で

(

2 7
)

は

こ

れ

が

禁
止

さ

れ

て

任
意
投
票
の

原
則
が

導
か

れ

る
､

な

ど
の

相
違
が

存
在
し
て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

選

挙
権
の

本

質
に

関
す
る

問
題
は

､

今
日

に

お

い

て

も
､

解

釈
論
上

･

立

法
論
上
の

重

要
な

指
導
原
理
を

提
供
し
て

(

2 8
)

い

る

と

言
え

る

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

G
･

く
e

計
-

.

呂
む

5
日

巴

聖
臥

m
e

n
t

巴
r

e

n

b

d

3
-

t

c

O

P
∽
{

芹

守

t

5
.

ロ

n
e
-

､

-

宝
¢

.

p
●

-

い

ー
･

(

2
)

G
.

く
e

d
e
-

.

旨
己
.

､

p
.

-

玉
.

ラ

フ

リ

エ

ー

ル

も
､

革
命
期
の

選

挙

権

静
か

ら

同

様
の

結
論
を

指
摘
し

て

い

る
｡

-
･

J
巴
e

r

ユ
か

R
①

-

○

勺
一

口

F
.

p
･

ミ
e
t

の
･

(

3
)

芦

ロ

ヨ
1

e

蒜
e

l
､

H

n
s
t

芹

已
i

O

ロ
¢

勺
○
-

E
止

七
e
の

O
t

d

岩
芹

8
n
･

S
t

芹

ま
ー

○

ロ

n
e
-

.

t
.

1
.

-

笥
-

-

ワ
小

石

-
-

○

い
･

(

4
)

C

賀
【

臥

d
e

呂
已
b
e

串
〔
O

n
t
r

旨
已

ト

｡

n
.

㌢

-

p

t

F

訂
ユ
O

g
瓜

n
臥

邑

d
e

-
.

E
t

邑
.

t
.

H
H

.

-

¢

N

N
､

ワ

£
00
･

高
野
真
澄
｢

フ

ラ

ン

ス

意
法
に

お

け

る

代

表

民

主

制
の

展

開
+

『

尾
道

短

大

研

究

紀

要
』

一

五

集
三

九

頁
以

下

参
照

｡

(

5
)

ナ
】

芦

出
面
c

e
t

e
t

P

C
O
-

P
ロ

早

=

句
甲
ロ
t
･

i

:
ロ
t

3
九

F
打
d

e

n

句
【

巴
岩
e

-

e

く
O
t

e

O

E
i

笥
t

O
-

岩
～

.

､

河
e

く

与
O

d

亡

d

岩
i

t

匂

已
U
-

-

O

e
t

d
O

F

邑
e

ロ
C

e

p
O
-

E
β

喜
.

-

笥
㌣

t
･

00

¢
､

ワ

一

宏
･

プ

レ

ロ

は
､

代

表
理

論
と

の

関

連
か

ら
一

八

三

〇

年
･

一

八

七
五

年
の

意
瀧
を

一

七

九
一

年
憲
法
の

系
列
に

､

一

八

四

八

年
･

一

八

五
二

年
･

一

九
五

八

年
の

そ

れ

を
一

七

九
三

年
憲
法
の

系
列
に

含
め

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

(
]

芦

勺

a
-

O
t

.

勺
r

聖
P

C

e

㌢

ナ

勺
･

C
F

宅
n
p

叫
-

｢
0

冨
斡
r

長
巾

勺
○
-
i

t
i

β

亡
O

e

ロ

句
1

2
-

C

e
.

-

宗
h

､

ワ

ご
t

川

こ

(

6
)

｢

ロ
亡

g

已
t

.

T
l

巴
t

払

告

賢
○

芹

c

O

n
S
t

芹

已
-

O
n

ロ
e
-

-

t
･

H

H
-

山
｡

監
.

.

-

や
N

00
.

ワ

笥
¢
･

(

7
)

杉

原
｢

主

権
と

自
由
+

前
掲
四

四

頁
以

下

参
照

｡

(

8
)

L

ロ
一

品
已
t

-

(

9
)

｢

(

1 0
)

J
･

(

1 1
)

J
･

(

1 2
)

A
･

ロ
亡
g

已
t

､

0
日
粥

已
t

.

D
G

粥

已
t

､

E
s

m
e
i

n
.

O

p
･

C

F
.

p
･

h

00

山
･

旨
己
こ

ワ

h

由

汁

旨

声
､

ワ

h

00

ー

ー
N

･

-

E
戸

､

p
.

h

00

h

-
叫
･

E
-

瓜

m
e

n
t

s

仁
巾

a
r
O

芹
c

O
ロ
S
t
-

t

ロ
t

打
)

日

日
e
-

打
p
ロ
･

巾

2
S

e
t

g
m
p

賀
臥

,

叫
①

瓜

d
･

､

-

¢

N

¶
･

ワ

(

1 3
)

A
･

E
s

日
e

5
.

-

-

訂
仁

こ

り

い

山

戸

(

1 4
)

A
･

E
s

m
e

ぎ
ー

E
d

･-

p
･

宗
00

･

(

1 5
)

A
･

E
s

m
e

ぎ
i

b
i

d
･

､

p
･

当
P

N

00

ヰ

e
t

∽
.

(

1 6
)

C
P
l

l

臥

d
e

呂
已
す
0

品
,

(

1 7
)

C

賀
r

仇

d
O

E
已
b
e

蒜
-

(

1 8
)

C

胃
a

n

b

呂
巴
b
e

蒜
､

(

1 9
)

C
p

R
臥

d
e

呂
巴
b
e

蒜
､

○

ワ

C

芦
.

ワ

ヰ

N

か

e

t

s
.

ー

b
小

d
●

､

ワ

£
00

-
丑

T

P

訂
己
.

-

p
.

宝
叫

･

旨
-
(

r

ワ

畠
○

-

会
い

･

(

2 0
)

芦

H
P

喜
一

｡
ロ

､

才
幹
訂

計

賢
｡

芹

c

O
n

邑
t

邑
O

n

n
e
-

､

N

｡

瓜

d

こ

ー

¢

N

¢
.

p
.

£
い

e
t

s
.

オ

ー

リ

ウ

の

理

論
に

至

る

展
開
に

つ

い

一
.

▲

て

ほ
､

芦

勺
r

缶
O
t

.

H

n
s

t
i

t

已
ト

○

芦
田

勺
○
-

E
β

喜
ひ

¢
t

告
○

芹

c

O

守

門
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邑
t

ま
ー

○

ロ
ロ
e
-

､

h
心

臥

d
一

.

-

笥
N

.

ワ

宗

-
笥

参
牌

｡

(

2 1
)

芦

(

2 2
)

巳
.

(

2 3
)

芦

(

2 4
)

E
.

(

2 5
)

G
･

H
P
亡

ユ
○

亡
.

H
P
ロ
r

訂
戸

H
叫

P
亡

ユ
○

亡
､

H

山

P
亡

ユ
○

戸

○

マ

ロ

F
.

p
.

詮
-

毘
s
.

旨
芦
-

ワ

訣
か

e
t

s
.

旨
-

チ

ワ

h

宅
2
t

P

i

b
-

d

..

p
.

h

笥
.

U
亡
【

d
e

a

タ

ロ
ウ
U
ト

t

c

O
ロ
S
t
i

t

ま
ー

O

n
ロ
e
-

Q
t

]

F
s

江
t

ま
i

O

ロ
S

勺
○
-

i

t

首
百
0
∽

-

七

会
･

-

-

ミ
N

.

ワ

£
γ

(

2 6
)

ラ

フ

ワ

エ

ー

ル

は
､

立

法

者
が

無

能

力

者
や

無

法

者
(
i

n

已
甲

ロ
e
仏

)

の

権
利

行

使
を

禁
ず
る

こ

と

は

｢

選

挙

権
権
利
説
+

に

お

い

て

も

争
い

え

な
い

為
｢

選

挙
権
公

務
貌
+

と

同

じ

結
果
に

な
る

と

指
摘

す
る

｡

し
か

し
､

受
刑

者
等
の

権
利
の

剥
奪

な

ど
に

つ

い

て

ほ

疑
問

の

余
地
が

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

(

】
･

｢

已
e
l

l
-

㌢
岩
.

〇

ワ

の

F
.

p
･

ヒ
e

(

2 7
)

G
･

く
e

d
2
-

.

〇

p
,

n

F
.

ワ

一

芸
-
-

£
一

(

2 8
)

昨

今
の

フ

ラ

ン

ス

で

は
､

｢

選

挙

権

公

務

説
+

の

伝

統

な

ど

を

理

由
に

強

制

投
票
制
採

用

を

再

検
討
し
ょ

う
と

す
る

立

法

論
も

あ

る

よ

う
で

あ

る
｡

(

ナ

芦

田
幹
e
t

e

t

P
C
O
-

甲
声

早

○

ワ
C

声
.

p
.

-

設

-
N

O

山

)

ま

た
､

共
同

政

府
綱

領
や

､

と

り

わ

け

｢

自

由
の

宜

言
+

実
に

み

ら

れ

る

｢

人

民

(

=
勺
e

仁

且
e
)

主

権
+

･

｢

選

挙
権
権
利
説
+

採
用

の

示

唆
や

一

七

九
三

年
嵩
法
の

系
譜
の

強
調
は

､

興

味
あ

る

現

象
で

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

(

フ

ラ

ン

ス

共

産
党
｢

自

由
の

宣

言
+

一

九

七

五
･

五
･

一

六
､

六
二

条
以

下
､

邦
訳

『

世

界
政

治
資
料
』

四

五

五

号
三

九

頁
参
照

｡

)

四

お

わ

り

に

本
稿
の

目

的
は

､

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
以

降
の

選

挙
権
諭
を

主

権

理

論
と
の

関
連
に

お

い

て

検
討
し

､

わ

が

国
の

問
題
を

再

検
討
す

る

た

め
の

一

助
と

す
る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

既
に

紙
幅
も

尽

き
､

わ
が

国
の

検
討
に

立

ち

入
る

こ

と
が

で

き

な
い

の

で
､

こ

こ

で

は
､

本
稿
の

結
果
を

ふ

ま

え
た

若
干
の

指
摘
に

と

ど

め
る

こ

と
に

す
る

｡

ま

ず
､

本
稿
で

は
､

フ

ラ

ン

ス

に

お

い

て
､

革
命
期
以

降
今
日

ま
で

､

二

つ

の

選

挙
権
論
が

各
々

二

つ

の

主

権
理

論
上

結
び

つ

ぃ

て

論
じ

ら

れ

て

き

た
こ

と

を

検
証
し

た
｡

こ

れ

に

つ

い

て

次
の

こ

と
が

明
ら

か

に

な
っ

た

と

思

わ

れ

る
｡

川
革
命
期
に

は
､

第
一

の

系
譜
〔

｢

選

挙

権
公

務
説
+

･

｢

国
民
(

=
ロ
p

㌢
n
)

主
権
+

論
〕

が

専
ら

制
限

･

間
接
選

挙
制

度
の

正

当

化
に

寄
与
し

た
の

に

対

し
て

､

第
二

の

系
譜
〔

｢

選

挙
権
権
利
説
+

･

｢

人

民

(

=
p
e

G

p
-

e

)

主

権
+

論
〕

は

普
通

･

平
等
･

直
接
選

挙
の

原

則
を

導
き

出
し
て

い

た
｡

尤
も

理

論
上

は
､

こ

れ

ら

の

原
則
は

第
二

の

系
譜
か

ら

ほ

必

然
的

に

要
請
さ

れ

る

の

に

対
し

て
､

第
一

の

系
譜
に

お

い

て

も

任
意
的

に

採
用
さ

れ

う
る

も

の

で

あ

る
｡

㈲
革
命
期
以

降
は

､

第
一

.
の

系

譜
が

フ

ラ

ン

ス

公

法
学
の

基
礎
に

存
続
し
た

｡

し

か

し

普
通
選

挙

7 J β
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運
動
の

拡
大

､

主

権
原
理
の

展
開
な

ど

に

伴
っ

て
､

｢

選

挙
権

公

務
説
+

の

基
礎
の

上
に

個
人

的
権
利
の

性
格
を

付

与
し

ょ

う
と

す

る

傾
向
が

と

り

わ

け

第
三

共
和
制
下
の

学
説
に

認

め

ら
れ

る
｡

㈲

実
定

法
上

普
通

選

挙
等
の

原
則
が

確
立

し

た

今
日

で

も
､

選
挙

権

論
は

､

主

権
理

論
と

結
び

つ

く
こ

と

に

よ
っ

て
､

選

挙
権
者
の

決

定
の

み

な

ら

ず
制
度

･

原
則
上
の

決

定

(

強

制

投

票
の

可

香

な

ど
)

そ

の

他
の

問
題
に

つ

い

て
､

重

要
な

指
導
原
理

を

提
供
し
て

い

る

よ

う
に

み

え

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

わ

が

国
で

は
､

ド

イ

ツ

国
法
学
の

影
響
下
に

あ
っ

た

戦
前
の

理

論
(

ラ

ー

バ

ン

ト
､

イ
エ

リ

ネ

ッ

ク

ら
に

依
拠

す
る

い

わ

ゆ
る

純
公

務
説

､

請
求

権
説
の

系
譜
)

を

無
視
す
る

こ

(

1
)

と
は

で

き

な
い

｡

そ

し
て

現

在
も

､

機
関
選

定

(

=

創
設
)

行
為

と

し
て

の

｢

選
挙
+

の

公

務
性
を

前

提
と

し

た

上
で

､

二

元
的
に

あ
る

い

は

折
衷
的
に

､

｢

参

政

の

権

利
+

と
し

て

そ

の

権
利

性
を

(

2
)

承
認
す
る

見
解
が

通

説
で

あ

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

し

か

し
､

本

稿

の

は

じ

め
に

述
べ

た

わ
が

国
に

お

け
る

主

権
論
の

展
開

､

さ

ら
に

ド

イ

ツ

国
法
学
上
の

選
挙
権
論
と
フ

ラ

ン

ス

の

｢

選

挙

権

公

務

(

3
)

説
+

と
の

関
連
な

ど

を

想

起
す
れ

ば
､

わ

が

国
の

選
挙
権
論
の

あ

り

方

と

本
稿
の

検
討
結
果
と
が

無

関
係
で

あ
っ

て

ほ

な

ら
な

い

よ

う
に

思

わ
れ

る
｡

と

り

わ

け

日

本
国
憲
法
下
の

主
権
原
理

を

｢

人

民
(

=
p
e

口

早
U

)

主

権
+

に

よ
っ

て

解
釈
す
る

立

場
か

ら

す
れ

ば
､

一

五

条
一

項
の

｢

権
利
+

の

内

容
を

積
極
的
に

確
定
し

､

こ

れ

を

｢

選

挙

権
権
利

説
+

に

よ
っ

て

説
明

す
る

方

途
を

問
う
こ

と

が
一

つ

の

課
題
と
な

る

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

そ

の

為
に

は
､

従

来
の

｢

選
挙
権
権
利
説
+

排
除
の

論
理

や

権
利
構
成
の

方

法
び

い

て

は

通

説
と

し

て

の

｢

二

元

説
+

の

あ

り

方
に

つ

い

て

主

権
論
の

視
座

(

4
)

を

ふ

ま

え

て

再
検
討
す
る

必

要
が

あ

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
｡

こ

れ

ら
の

諸

課

題
を

ほ

じ
め

､

本
稿
で

十

分
に

検
討
し

え

な
か

っ

た

問
題
(

ル

ソ

ー

理

論
に

対

す
る

批
判
と

そ

の

評

価
､

｢

人

民

(

=
勺
e

亡

勺
-

e

)

主

権
+

論
･

｢

選
挙
権
権
利
説
+

と

命
令
的
委
任
の

関
係
な

ど
)

に

つ

い

て

ほ
､

今
後

､

稿
を

改
め
て

検
討
す
る

所
存

で

あ
る
｡

(

l
)

森
口

繁
治

『

選

挙

制
度
論
』

一

九
三

一

年
･

六

七

-
八

四

貞
､

宮

沢

俊
義
『

衆
議

院
議

員
選

拳

法
』

九
二

九

年

二
一

五

-
二

六

頁
､

美
濃
部

達
吉

『

憲

法

撮
要
』

一

九
二

二

年
･

一

八

八

頁
以

下
､

『

選

挙
法

詳
説
』

一

九
四

八

年
･

七

頁
以

下

な

ど

参
照

｡

(

2
)

清
宮

四

郎
『

意

迭
Ⅰ

(

新

版
)

』

一

九

七
一

年
･

一

三

四

-
一

三

五

貞
､

声
部
前

掲

書
二

八

二

頁
､

野

村
敬

造

｢

選

挙
に

関

す
る

憲

法

上
の

原
則
+

『

憲
法

講
座
Ⅲ
』

一

九
六

四

年
･

一

三

〇

頁
､

林

田

前
掲

菩
四

〇

頁
な

ど

参
照

｡

(

3
)

C

駕
r

外

宮

呂
巴

訂
【

甲

｡

ワ

O

F
-

ワ

畠
¢

良

平

アJ 3
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(

4
)

｢

二

元

説
+

へ

の

従
来
の

批
判

は
､

｢

請
求

権

説
(

権

限

訊
)

+

の

立

場
に

た

つ

森
口

前

掲

書
七
二

-
七
三

頁
の

他
､

作
間

前
掲

一

二

八

頁
参
照

｡

ま

た
､

｢

権

利

説
+

の

立

場
を

示

唆
す
る

も

の

と
し

て
､

水

木
惣
太

郎

鶉

選

挙
制

虔
論
』

一

九

六

七

年
･

七
七

-
七
八

頁
､

浦

田
一

郎
｢

公

務

員
の

選

定
･

罷
免

権
+

樋
口

陵

丁
佐

藤
幸

治

編

『

憲
法
の

基

礎
･

入

門

編
』

一

九
七

五

年
･

四
二

〇

-
四
二

一

頁
な

β▲7

ど
の

他
､

と

り

わ

け

星

野

安
三

郎
｢

選

挙

権
の

法

的

性

椅
+

鈴

木
安

蔵
編

『

日

本
の

憲

法

学
』

一

九

六

八

年
･

二

〇
三

-
二

〇

九

頁
が

参

照
さ

れ

る

ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

(

一

橋
大

学

大

学

院
博
士

課

程
)




